
 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
・
区

画
整
理
事
業
）
原
山
地
区
の
換
地
計
画
に
お
い
て
、
次
表
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
地
域
内
に
換
地

す
る
土
地
と
し
て
、
平
成
二
十
七
年
九
月
七
日
異
種
目
換
地
指
定
を
し
た
。 
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二
、
四
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 


